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国境を越えた役務の提供に対する現行消費税制度における取扱い 

国内事業者 国外事業者 

国内取引 

国 外 国 内 

消費税が 
課税される 

消費税は 
課税されない 

国境 

国外取引 

電子書籍・音楽・広告の配信、
クラウドサービス等 

国内消費者・事業者 

電子書籍・音楽・広告の配信、
クラウドサービス等 
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現行消費税制度における内外判定基準 

役務の提供を行う者の住所等又は本店等の所在地 

国際運輸･国際
通信･国際郵便 

保 険 
プラント建設等に係
る情報の提供等 

発地又は着地 
保険契約の締
結に係る事務
所等の所在地 

プラント建設等に係
る資材の大部分が調
達される場所 

役務の提供が行われた場所 明らかである 

① 

③ ①及び②以外の役務の提供（国内外に亘る役務 
  の提供（電子書籍等が該当）） 
 

明らかでない 
② 政令で定める一定の役務の提供 

役務の提供が行われ 

た場所は明らかか？ 

政令で定める一定の 

役務の提供か？ 

該当する 

該当しない 
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○ 役務の提供が国境を越えて行われた場合についても、欧州諸国のように、日本に所在する事業

者や消費者が役務の提供を受けた場合は広く国内取引として位置付けることが基本的に望ましい。 

○ 他方、内外判定基準の変更は、経済活動に与える影響が大きいことから、その具体的な検討に

あたっては、現在の制度が経済活動に対する中立性を阻害している程度、制度変更に伴う事業者

の追加的な負担の程度、適正な税務執行を確保する観点等を十分踏まえることが不可欠である。 

○ 我が国の消費税制度においても、欧州諸国と同様、消費に負担を求める消費税の性格に鑑み、

実際に消費が行われる場所（仕向地）において課税することを基本としているが、役務の提供が行

われた場所が明らかでない取引（国内及び国外にわたって行われる役務の提供 など）については、

役務の提供を行う者の事務所等の所在地に基づいて内外判定を行うこととされている。 

○ このため、電子書籍・音楽・広告の配信などの役務の提供が国外事業者によって国境を越えて行

われた場合、国外取引として消費税の課税対象外とされているが、こうした役務の提供については、

提供者の違いによって最終的な税負担に差異が生じており、国内外の事業者間で競争条件に歪み

が生じている。 

現行制度における課題及び検討の方向性 
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国際課税ＤＧにおけるこれまでの検討状況 
〔内外判定基準について〕 

電子書籍・音楽・広告の配信などの役務の提供が国境を越えて行われた場合についても、
日本に所在する事業者や消費者が役務の提供を受けた場合は国内取引として位置付ける
方向で検討。 

国内事業者 国外事業者 

国内取引 

国 外 国 内 

消費税が 
課税される 

消費税を課税する
方向で検討 

国境 

国内取引として
位置付け 

電子書籍・音楽・広告の配信、
クラウドサービス等 

国内消費者・事業者 

電子書籍・音楽・広告の配信、
クラウドサービス等 
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OECDにおける検討を踏まえた欧州諸国における対応状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

事業者Ｄ 

 

サービス事業者Ｃ 

域内 域外 

事業者Ｄに課税  

【リバースチャージ方式】 
⇒事業者Ｃは免税で提供し、事業者Ｄ

が付加価値税を申告納税（事業者
Ｄは仕入税額控除可） 

税務当局 

サービスの提供  

BtoB取引：域内の仕入事業者が申告納税（リバースチャージ方式） 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

消費者Ｂ 

 

サービス事業者Ａ 

域外 

税務当局 

域内 

事業者Ａに課税  
⇒サービス事業者Ａは、「付加価値税込」で 
提供し、域内登録国の税務当局に申告納税  

サービスの提供  

BtoC取引：域外のサービス事業者が申告納税（課税事業者登録方式） 

※EU諸国においては、実務上、課税事業者番号（VAT-ID）を有している事業者に対する役務提供については、 
 域外事業者が免税で提供し、域内の役務受領者にリバースチャージ義務を課しているが、課税事業者番号を 
 有していない事業者に対する役務提供については、域外事業者に申告納税義務を課している。 5



案１： BtoC・BtoBともに国外事業者が申告納税 

国内事業者 

BtoC(税込) 
国内消費者 

国外事業者 
＜申告納税＞ 

案２： BtoCは国外事業者が申告納税、 BtoBは国内事業者がリバースチャージ 

国内事業者 

国内消費者 
国外事業者 
＜BtoCのみ 
 申告納税＞ 

BtoB(税込) 

BtoC(税込) 

BtoB(免税) 

【課題】 
 BtoB取引において、執行管轄の及ばない膨大 
 な国外事業者からの適正な納税が行われてい 
 ない場合であっても当該取引に係る仕入税額 
 控除が適用されるおそれがある。 

＜リバースチャージ＞ 

案３：案１と案２を組み合わせた方式 

国内事業者 

国内消費者 
国内事業者 

国外事業者Ａ 
＜申告納税＞ 

BtoC ・ BtoB(税込) 

＜リバースチャージ＞ 

国外事業者Ｂ 
BtoB(免税) 

【課題】 
 国外事業者が、取引相手のステータス（事業者 
 か消費者か）を確実に判別できる制度を整備す 
 る必要がある。 
 ※EU諸国は課税事業者番号（VAT-ID)を活用。 

国外事業者Ａ：消費者向け役務提供を一部でも行う事業者 
国外事業者Ｂ：事業者向け役務提供しか行わない事業者 

【課題】 
 国内事業者は、取引相手が申告納税を行う事 
 業者（※税込での提供となる）か否かを確認す 
 る等の事務負担が発生する。 

※案２及び案３においては、税負担額に影響がない場合も含め、国内事業者の申告実務に影響を及ぼすことに留意。 

昨年11月の国際課税DGに提示した課税方式案の比較 
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第３回国際課税DG（本年４月４日）に提示した課税方式案（案３´） 
〔 事業者向け取引に係る課税方式案（リバースチャージ方式）〕 

国外事業者が行う以下の役務提供について、国内事業者に申告納税義務を課す方式 
 ①性質から見て通常事業者向けのもの（広告配信・法務サービス等） 
 ②消費者・事業者双方に提供されているもの（クラウドサービス等）で、取引条件等から  

事業者向けであることが明らかな取引 

税務署 

国外事業者 

国 内 国 外 

国内事業者 

上記①②の役務提供
（不課税） 

＜納税義務者＞ 

申告納税 仕入税額控除 

○ 国外事業者は、不課税で役務提供を行

い、 国内事業者が申告納税を行う。 
  ※税収に影響しない一定の事業者の 
    申告義務を免除。 
○  国外事業者は、国内事業者に対し、     
リバースチャージ対象取引である旨を     
通知する。 7



第３回国際課税DG（本年４月４日）に提示した課税方式案（案３´） 
〔 消費者向け取引に係る課税方式案（国外事業者申告納税方式）〕 

税務署 

国外事業者 

国外事業者が行う以下の役務提供について、国外事業者に申告納税義務を課す方式 
 ①性質から見て通常消費者向けのもの（電子書籍・音楽の配信等） 
 ②消費者・事業者双方に提供されているもの（クラウドサービス等）で、取引条件等から  

事業者向けであることが明らかでない取引 

国 内 国 外 

消費者 

申告納税 

＜納税義務者＞ 

○ 国外事業者は、 課税で役務提供を行

い、 国内の税務署に申告納税を行う。 

上記①②の役務提供
（課税） 

※ 国内事業者がこうした役務提供を受けた場合の仕入  
税額控除の扱いは、執行管轄の及ばない国外事業者     
に申告納税義務が課されることを踏まえる必要。 
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